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法人契約でリビング・ニーズ特約に
基づく生前給付金を受け取った場合

〔会社の税務 よろず相談室�〕

�：当社では、契約者を会社、被保険者を役員Ａ
とする終身保険に法人契約で加入していたとこ
ろ、役員Ａがガンで余命６か月と診断されまし
た。この契約の「リビング・ニーズ特約」を利
用して、当社は保険金1,000万円を受け取りまし
た。この給付金の経理処理はどうなりますか。
なお、保険料積立金は1,200万円、配当金積立金
は100万円で、契約は継続しています。

　　保険契約者：当社
　　被保険者：役員Ａ
　　死亡保険金受取人：当社
　　保険種類：終身（リビング・ニーズ特約）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〈リビング・ニーズ特約の概要〉

○被保険者の余命が６か月以内と診断された場合
に、主契約の死亡保険金の一部又は全部（ただ
し上限3,000万円）を生前給付金として支払う。

○生前給付金を支払ったときは、これと同額の死
亡保険金が減額されたものとされる（死亡保険
金の全部を生前給付金として支払った場合には、
主契約は消滅する）。

○特約の保険料は不要（主契約の保険料に吸収さ
れている）。

�：通常の個人契約の場合において、余命６か月
以内と診断されたときのリビング・ニーズ特約
による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性
格を有していますが、被保険者の死亡を支払事
由とするものではないため、高度障害保険金や
入院給付金などと同様に、被保険者、またはそ
の他の親族等が受け取った場合は、非課税にな
ります。

　　ご質問の場合、契約者が会社で、会社がリビ
ング・ニーズ特約に基づく生前給付金を受け取
ったということですので、その生前給付金は、
会社の収入として計上しなければなりません。

この場合、契約は消滅せずに継続されますので、
保険料積立金などがある場合には、対応額のみ
を取り崩しますが、取り崩す保険料積立金より
支払額が多い場合には差額は雑収入となります。

リビング・ニーズ特約による生前給付金
を受け取った時

　また、受け取った保険金を役員Ａに支払う場合、
見舞金として損金に算入できる額は、社会通念上
相当とされる額です。それを超える額は、定期同
額給与、事前確定届出給与などに該当しないこと
から損金不算入となります。なお、社会通念上相
当とされる金額については、明確に規定されたも
のがないため、その金額の妥当性について税理士
等の専門家に相談するなど慎重に検討する必要が
あります。
　いっぽう、保険種類が定期保険特約付きの終身
保険である場合、リビング・ニーズ特約による生
前給付金の支払いは定期部分と終身部分から按分
して支払われますので、通常の減額時と同様に終
身部分に対応する資産計上額だけ取り崩すことに
なります。
 
〈参考：生前給付タイプの保険の例〉

　　　　　　

�　特定疾病の種類や要件などは各保険会社によ
って異なります

（税制委員会：小林秀子、甕秀行グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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特定疾病保障保険リビング・ニーズ特約
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